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詳
細
は
QR
コ
ー
ド
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

   

問 Ｊ
Ｒ
が
示
し
た
輸
送
密
度
な
ど
の
デ
ー
タ
を

ど
う
受
け
止
め
る
か
。 

答
（
市
長
） 

Ｊ
Ｒ
は
線
区
ご
と
に
区
切
っ
た
デ
ー
タ
を
論

点
に
し
て
い
る
が
、
鉄
道
は
公
共
性
が
高
く
日
本

国
民
の
資
産
だ
。
一
区
間
の
収
支
の
み
を
も
っ
て

議
論
す
る
こ
と
は
適
当
で
な
い
と
考
え
る
。 

問 地
域
公
共
交
通
の
活
性
化
及
び
再
生
に
関
す

る
法
律
が
改
正
さ
れ
再
構
築
協
議
会
を
設
置
で

き
る
。
協
議
会
設
置
を
ど
う
評
価
す
る
か
。 

答
（
市
長
） 

鉄
道
事
業
者
ま
た
は
沿
線
自
治
体
の
申
出
に

よ
り
国
が
主
催
す
る
。
地
方
公
共
交
通
の
あ
り
方

を
話
し
合
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
国
が
財
政
的

な
支
援
を
行
う
も
の
で
一
定
の
評
価
を
す
る
。 

問 木
次
線
の
活
性
化
に
は
イ
ベ
ン
ト
よ
り
日
常

的
な
利
用
促
進
が
重
要
、
具
体
策
を
伺
う
。 

答
（
政
策
企
画
部
長
） 

市
内
高
校
へ
の
通
学
生
の
確
保
や
ダ
イ
ヤ
改

正
、
ア
ク
セ
ス
改
善
な
ど
利
便
性
の
向
上
に
む
け

様
々
な
対
策
を
実
施
す
る
。 

問 市
長
の
考
え
る
広
域
観
光
と
は
ど
の
よ
う
な

も
の
か
、
具
体
を
伺
う
。 

答
（
市
長
） 

私
の
考
え
は
、
様
々
な
観
光
資
源
を
テ
ー
マ
、

切
り
口
と
し
て
関
係
自
治
体
と
連
携
を
深
め
、
観

光
振
興
と
地
域
の
活
性
化
を
目
指
す
も
の
。
例
え

ば
、
「
た
た
ら
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
奥
出
雲
町
と

安
来
市
と
鉄
の
道
文
化
圏
へ
の
取
組
み
、
鉄
の
加

工
技
術
の
視
点
か
ら
新
潟
県
三
条
市
と
の
連
携

も
あ
る
。
木
次
線
利
活
用
推
進
協
議
会
や
出
雲
の

國
・
斐
伊
川
サ
ミ
ッ
ト
と
の
連
携
も
あ
る
。 

問 広
域
観
光
を
木
次
線
の
利
用
促
進
に
ど
の
よ

う
に
結
び
つ
け
る
か
。 

答
（
産
業
観
光
部
長
） 

ト
ロ
ッ
コ
列
車
最
終
年
を
盛
り
上
げ
る
取
組

や
「
た
た
ら
」
を
テ
ー
マ
と
し
た
国
内
産
地
を
巡

る
ツ
ア
ー
な
ど
Ｊ
Ｒ
と
連
携
し
て
取
り
組
む
。
木

次
線
利
活
用
推
進
協
議
会
で
本
市
を
は
じ
め
松

江
市
、
出
雲
市
、
安
来
市
な
ど
の
観
光
地
を
結
ぶ

ツ
ア
ー
に
木
次
線
を
組
み
込
む
。 

問 ト
ロ
ッ
コ
列
車
の
最
終
年
を
次
年
度
以
降
の

「
あ
め
つ
ち
」
に
ど
う
つ
な
げ
る
か
。 

答
（
産
業
観
光
部
長
） 

観
光
協
会
は
記
念
ポ
ロ
シ
ャ
ツ
の
作
成
、
日
本

郵
政
で
は
記
念
切
手
の
準
備
を
し
て
い
る
。
ま
た
、

Ｊ
Ｒ
と
は
停
車
中
の
車
両
見
学
等
、
乗
車
以
外
の

活
用
も
協
議
し
て
い
る
。
ト
ロ
ッ
コ
列
車
の
ラ
ス

ト
ラ
ン
を
盛
り
上
げ
雲
南
の
魅
力
を
全
国
に
発

信
し
全
国
か
ら
の
誘
客
に
努
め
る
。 

結 ラ
ス
ト
ラ
ン
を
終
え
た
ト
ロ
ッ
コ
列
車
は
木

次
駅
に
保
存
す
べ
き
だ
。
木
次
体
育
館
横
に
あ
る

Ｃ
56-

108
蒸
気
機
関
車
を
木
次
駅
に
移
設
、
ト
ロ

ッ
コ
に
連
結
す
れ
ば
立
派
な
観
光
資
源
に
な
る
。 

    

問 先
般
、
市
が
管
理
す
べ
き
浄
化
槽
で
点
検
と
清

掃
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
不
適
切
な
事
案
が

明
ら
か
に
な
っ
た
。
原
因
と
対
策
を
伺
う
。 

答
（
水
道
局
長
） 

不
適
切
な
浄
化
槽
は
15
基
、
18
世
帯
分
だ
。
水

道
局
の
事
務
手
続
で
休
止
・
再
開
の
確
認
が
不
十

分
で
浄
化
槽
管
理
業
者
に
誤
指
示
を
出
し
て
い

た
こ
と
が
原
因
だ
。
事
務
処
理
方
法
や
チ
ェ
ッ
ク

体
制
を
見
直
し
、
再
発
防
止
に
努
め
る
。
該
当
者

の
方
に
深
く
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。 

問 私
の
考
え
る
原
因
は
違
う
。
本
人
か
ら
休
止
届

の
提
出
は
あ
っ
た
か
。 

答
（
水
道
局
長
） 

本
人
で
は
な
く
貸
家
の
管
理
業
者
か
ら
だ
。 

問 個
別
浄
化
槽
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条

例
に
よ
れ
ば
使
用
人
（
本
人
）
か
ら
提
出
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
条
例
違
反
で
は
な
い
か
。 

答
（
水
道
局
長
） 

今
ま
で
電
話
連
絡
で
行
っ
て
も
よ
い
、
と
い
う

こ
と
で
貸
家
の
管
理
業
者
か
ら
受
付
け
て
い
た
。

条
例
に
則
っ
て
い
な
い
点
が
あ
っ
た
。 

                  

問 浄
化
槽
法
で
は
「
使
用
の
休
止
に
あ
た
っ
て
浄

化
槽
を
清
掃
し
、
知
事
に
届
け
る
」
と
規
定
さ
れ

て
い
る
。
浄
化
槽
の
休
止
に
あ
た
り
清
掃
を
実
施

し
た
か
。 

答
（
水
道
局
長
） 

確
認
し
て
い
な
い
。
休
止
の
指
示
を
出
し
た
際
、

清
掃
は
行
っ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る
。 

問 環
境
省
関
係
浄
化
槽
法
施
行
規
則
に
よ
れ
ば

休
止
届
の
提
出
に
あ
た
っ
て
浄
化
槽
の
清
掃
記

録
を
添
付
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
い
つ
清
掃

を
行
っ
た
か
、
日
付
は
い
つ
か
。 

答
（
水
道
局
長
） 

・
・
・
。 

問 答
弁
で
き
な
い
の
は
清
掃
を
行
っ
て
い
な
い

か
ら
。
保
健
所
に
提
出
し
た
休
止
届
に
は 

◇
報
告
日 

 
 

＝
令
和
3
年
11
月
15
日 

◇
休
止
日 

 
 

＝
令
和
3
年
11
月
1
日 

◇
消
毒
剤
撤
去
日
＝
令
和
3
年
11
月
1
日 

◇
清
掃
日 

 
 

＝
令
和
3
年
4
月
19
日 

◇
休
止
理
由 

 

＝
生
活
実
態
が
な
い 

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
は
消
毒
剤
の
撤
去

が
行
わ
れ
て
い
な
い
、
清
掃
は
本
来
な
ら
休
止
日

以
降
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
半
年
以
上

前
の
定
期
清
掃
の
実
績
報
告
を
添
付
、
休
止
の
理

由
は
「
生
活
実
態
が
な
い
」
と
、
い
ず
れ
も
虚
偽

の
報
告
書
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
単
な
る
事
務
ミ

ス
が
原
因
で
は
な
い
。
法
律
に
基
づ
く
事
務
を
日

常
か
ら
行
っ
て
い
な
い
こ
と
が
本
当
の
原
因
。
順

法
精
神
が
欠
如
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

答
（
市
長
） 

ま
ず
も
っ
て
、
今
回
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
た
市

民
に
お
詫
び
を
申
し
上
げ
る
。
指
摘
い
た
だ
い
た

内
容
に
つ
い
て
精
査
し
、
改
善
す
べ
き
と
こ
ろ
は

改
善
に
努
め
、
再
発
防
止
策
を
講
じ
る
。 

問 中
止
期
間
中
の
使
用
料
金
は
返
却
す
べ
き
だ
。 

答
（
水
道
局
長
） 

汚
水
を
流
す
こ
と
が
出
来
て
い
た
の
で
使
用

契
約
の
不
履
行
に
あ
た
ら
ず
返
却
し
な
い
。 

問 納
得
で
き
な
い
、
提
訴
さ
れ
れ
ば
支
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
高
い
。
生
活
排
水
を
き

れ
い
な
水
に
処
理
し
て
河
川
に
放
流
す
る
こ
と

が
浄
化
槽
管
理
者
で
あ
る
市
の
責
務
。
市
の
責
任

は
問
わ
れ
な
い
か
。 

答
（
市
長
） 

市
と
し
て
責
任
を
重
く
感
じ
る
。
今
後
、
適
正

な
事
務
処
理
に
戻
し
責
務
を
果
た
し
て
い
く
。 

 現
在
、
雲
南
市
上
下
水
道
料
金
等
審
議
会
で
実
質

値
上
げ
と
な
る
水
道
料
金
の
見
直
し
が
審
議
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
般
質
問
で
は
水
道
局
の
不
適
切

な
事
務
に
つ
い
て
取
り
上
げ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

な
状
況
で
値
上
げ
に
つ
い
て
市
民
の
皆
様
の
理

解
が
得
ら
れ
る
か
懸
念
さ
れ
ま
す
。 

（
た
か
し
） 

木
次
線
と
観
光
に
つ
い
て 

水
道
局
の
事
務
に
つ
い
て 

 

浄化槽の使用中止時の事務フローと実際に行われた事務フロー 

水
道
局

業者

休止届
消
毒
剤
の
撤
去

保
健
所

休止に基づく
清掃を指示

休止届

清掃報告

＋
使
用
者

年
一
回
の
定
期
清
掃

使用者は提出
していない

水道局は清掃指示
を出していない

11/1付で撤去したこと

になっているが実際に
は撤去していない

虚偽内容
半年前の
記録

添付
4/19付 11/15付

中
林
た
か
し
の
一
般
質
問 

 


